
栃木市新斎場整備事業運営

落札者決定基準に対する質問への回答 2020.3.27
No. 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問の内容 回答

1
落札者決定

基準
6 第2 3 (2) 2. （2） ア

個別業務(火葬
炉以外)の提案

「警備業務について、非常時や葬祭
室の運用を…」とありますが、葬祭
室とは、要求水準書p.14 第2 4 施
設構成及び諸室要件 における「式
場部門」と同義であるとの理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2
落札者決定

基準
8 第2 3 (2) 3. （4） ア

地域経済・地域
コミュニティへ
の貢献

評価のポイント表には「地域企業の
有無」と記載があり、様式9-9には
「地元企業の有無」とあります。
「地元企業」は栃木市に本店又は本
社がある企業との理解ですが「地域
企業」の定義がございましたらご教
示ください。

地域企業は地元企業を指します。

3
落札者決定

基準
8 第2 3 (2) 3. （4） ア

地域経済・地域
コミュニティへ
の貢献

評価のポイント表には「地域コミュ
ニティへの対応について具体的な提
案が示されているか」とあります
が、地域コミュニティの範囲（栃木
市内、栃木県内など）について具体
的にご教示ください。

地域コミュニティは地元三谷地区の
３自治会（三谷東自治会、三谷中自
治会、三谷西自治会）を指します。
なお、地域経済については、栃木市
全体を対象とします。

4
落札者決定

基準
8 第2 3 (2) 3. （4） ア

地域経済・地域
コミュニティへ
の貢献

SPCが市内に本店や支店を有する金
融機関から資金調達をした場合、
「ア　地域経済・地域コミュニティ
への貢献」に充たるという認識でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、融資額の多
寡は評価の対象となりません。

5
落札者決定

基準
8 第2 3 (3)

提案内容の得点
化方法

文章中の「別紙」とは、本資料のこ
とでしょうか。

「別紙に示すとおり」は「上記(2)
に示すとおり」の誤記です。
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